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白岡市勤労者体育センター条例等の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

第１条 白岡市勤労者体育センター条例の一部改正 

（指定管理者による管理） 

第１条 白岡市勤労者体育センター条例の一部改正 

 

第１７条 市長は、体育センターの設置目的を効

果的に達成するため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、法人その他の団体であって市長が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）に体育

センターの管理に関する業務を行わせることが

できる。 

 

（指定管理者が行う業務） 

第１８条 指定管理者に行わせることができる業

務の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 第２条各号に掲げる業務 

⑵ 体育センターの施設（設備及び物品を含む

。）の維持管理に関する業務 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定

める業務 

２ 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場

合における第３条から第６条まで、第８条及び

第１０条の規定の適用については、これらの規

定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「

市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第１９条 第１７条の規定による指定を受けよう

とするものは、規則で定める申請書に、体育セ

ンターの管理運営に関する事業計画書その他市

長が必要と認める書面を添えて、市長に申請し

なければならない。 

（指定管理者の指定基準） 

第２０条 市長は、指定管理者を指定するときは

、次に掲げる基準により行うものとする。 

⑴ 体育センターの管理を適正に実施できる見

込みがあること。 

  ⑵ 体育センターの利用者の平等な利用が確保

されること。 
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⑶ 体育センターの効用を最大限に発揮させる

とともに、管理に係る経費の縮減が図られる

こと。 

⑷ 体育センターの管理を安定して行う物的能

力及び人的能力を有していること。 

  ⑸ 管理業務を通じて取得した個人に関する情

報の適正な取扱いが確保できること。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が体育セ

ンターの性質又は目的に応じて別に定める基

準 

（指定管理者の指定等） 

第２１条 市長は、第１９条の規定による指定管

理者の指定の申請があったときは、前条各号に

掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理

を行うことができると認めるものを指定管理者

の候補者として選定し、議会の議決を経て指定

管理者を指定するものとする。 

２ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、

遅滞なくその旨を告示するものとする。 

（協定の締結）   

第２２条 市長は、次に掲げる事項について、指

定管理者と協定を締結するものとする。 

  

⑴ 管理基準に関する事項   

⑵ 管理業務の実施に関し必要な事項   

  ⑶ 管理業務の事業報告に関する事項   

⑷ 前３号に掲げるもののほか、体育センター

の管理の適正を期するため必要な事項 

  

（事業報告書の作成及び提出）   

第２３条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内

に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作

成し、市長に提出しなければならない。 

  

⑴ 管理業務の実施状況に関する事項   

⑵ 利用状況に関する事項   

⑶ 管理に係る経費の収支状況に関する事項   

  ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める事項 

  

（指定の取消し等）   
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第２４条 市長は、指定管理者が体育センターの

管理の適正を期するための指示に従わないとき

、その他指定管理者の責めに帰すべき理由によ

り当該指定管理者による管理を継続することが

困難であると認めるときは、その指定を取り消

し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは

一部の停止を命ずることができる。 

  

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間

を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を

命じた場合において、指定管理者が損失を受け

ることがあっても、市はその補償の責めを負わ

ない。 

３ 第２１条第２項の規定は、指定管理者の指定

の取消し又は管理業務の停止について準用する

。 

  

４ 前条の規定は、指定管理者の指定を取り消し

た場合について準用する。この場合において、

「毎年度終了後２月以内に」とあるのは、「そ

の指定を取り消された日から起算して３０日以

内に」と読み替えるものとする。 

  

（指定管理者による施設の現状変更）   

第２５条 指定管理者は、体育センターの施設の

改修、増設等の現状変更を行おうとするときは

、あらかじめ市長の承認を得なければならない

。 

  

（指定管理者の原状回復義務）   

第２６条 指定管理者は、その指定の期間が満了

したとき、又は指定を取り消され、若しくは期

間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止

を命ぜられたときは、その管理しなくなった施

設又は設備を速やかに原状に回復しなければな

らない。ただし、市長の承認を得たときは、こ

の限りでない。 

  

（指定管理者の損害賠償義務）   

第２７条 指定管理者は、その責めに帰すべき理

由により、体育センターの施設（設備及び物品

を含む。）を損傷し、又は滅失したときは、そ

の損害を賠償しなければならない。ただし、市

長は、やむを得ない理由があると認めるときは

、その全部又は一部を免除することができる。 
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（利用料金収入の帰属及び利用料金の決定）   

第２８条 市長は、地方自治法第２４４条の２第

８項の規定により、指定管理者に体育センター

の利用に係る料金（以下「利用料金」という。

）を当該指定管理者の収入として収受させるこ

とができる。 

  

２ 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額

の範囲内で定めるものとする。この場合におい

て、指定管理者は、あらかじめ利用料金につい

て市長の承認を得なければならない。 

（利用料金の納付等） 

第２９条 利用者は、第１４条の規定にかかわら

ず、第１７条の規定により、体育センターの管

理を指定管理者が行う場合は、前条２項の規定

により指定管理者が定めた利用料金を指定管理

者に納付しなければならない。 

２ 第１５条の規定は、利用料金の減額又は免除

について準用する。この場合において、「市長

」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」と

あるのは「利用料金」と読み替えるものとする

。 

３ 第１６条の規定は、利用料金の還付について

準用する。この場合において「使用料」とある

のは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指

定管理者」と読み替えるものとする。 

第３０条 略 第１７条 略 

 

第２条 白岡市市民テニスコート条例の一部改正 

（指定管理者による管理） 

 

第２条 白岡市市民テニスコート条例の一部改正 

 

第１４条 市長は、市民テニスコートの設置目的

を効果的に達成するため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規

定により、法人その他の団体であって市長が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に

市民テニスコートの管理に関する業務を行わせ

ることができる。 

 

（指定管理者が行う業務） 

第１５条 指定管理者に行わせることができる業

務の範囲は、次のとおりとする。 
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⑴ 市民テニスコートの施設等の利用に関する業    

  務 

 

⑵ 市民テニスコートの施設（設備及び物品を

含む。）の維持管理に関する業務 

 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定

める業務 

 

２ 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場

合における第２条から第５条まで、第７条及び

第８条の規定の適用については、これらの規定

中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市

」とあるのは「市又は指定管理者」とする。 

（指定管理者の指定の申請）  

第１６条 第１４条の規定による指定を受けよう

とするものは、規則で定める申請書に、市民テ

ニスコートの管理運営に関する事業計画書その

他市長が必要と認める書面を添えて、市長に申

請しなければならない。 

 

（指定管理者の指定基準）  

第１７条 市長は、指定管理者を指定するときは

、次に掲げる基準により行うものとする。 

 

⑴ 市民テニスコートの管理を適正に実施でき

る見込みがあること。 

 

  ⑵ 市民テニスコートの利用者の平等な利用が

確保されること。 

 

⑶ 市民テニスコートの効用を最大限に発揮さ

せるとともに、管理に係る経費の縮減が図ら

れること。 

 

⑷ 市民テニスコートの管理を安定して行う物

的能力及び人的能力を有していること。 

 

  ⑸ 管理業務を通じて取得した個人に関する情

報の適正な取扱いが確保できること。 

 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が市民テ

ニスコートの性質又は目的に応じて別に定め

る基準 

 

（指定管理者の指定等）  

第１８条 市長は、第１６条の規定による指定管

理者の指定の申請があったときは、前条各号に

掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理

を行うことができると認めるものを指定管理者
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の候補者として選定し、議会の議決を経て指定

管理者を指定するものとする。 

２ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、

遅滞なくその旨を告示するものとする。 

 

（協定の締結）  

第１９条 市長は、次に掲げる事項について、指

定管理者と協定を締結するものとする。 

 

⑴ 管理基準に関する事項  

⑵ 管理業務の実施に関し必要な事項 

  ⑶ 管理業務の事業報告に関する事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市民テニスコ

ートの管理の適正を期するため必要な事項 

 

（事業報告書の作成及び提出）  

第２０条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内

に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作

成し、市長に提出しなければならない。 

 

⑴ 管理業務の実施状況に関する事項  

⑵ 利用状況に関する事項  

⑶ 管理に係る経費の収支状況に関する事項  

  ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める事項 

 

（指定の取消し等）  

第２１条 市長は、指定管理者が市民テニスコー

トの管理の適正を期するための指示に従わない

とき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由

により当該指定管理者による管理を継続するこ

とが困難であると認めるときは、その指定を取

り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 

 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間

を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を

命じた場合において、指定管理者が損失を受け

ることがあっても、市はその補償の責めを負わ

ない。 

 

３ 第１８条第２項の規定は、指定管理者の指定

の取消し又は管理業務の停止について準用する

。 

 

４ 前条の規定は、指定管理者の指定を取り消し

た場合について準用する。この場合において、
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「毎年度終了後２月以内に」とあるのは、「そ

の指定を取り消された日から起算して３０日以

内に」と読み替えるものとする。 

（指定管理者による施設の現状変更）  

第２２条 指定管理者は、市民テニスコートの施

設の改修、増設等の現状変更を行おうとすると

きは、あらかじめ市長の承認を得なければなら

ない。 

 

（指定管理者の原状回復義務）  

第２３条 指定管理者は、その子弟の期間が満了

したとき、または指定を取り消され、もしくは

期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停

止を命ぜられたときは、その管理しなくなった

施設又は設備を速やかに原状に回復しなければ

ならない。ただし、市長の承認を得たときは、

この限りでない。 

 

（指定管理者の損害賠償義務） 

第２４条 指定管理者は、その責めに帰すべき理

由により、市民テニスコートの施設（設備及び

物品を含む。）を損傷し、又は滅失したときは

、その損害を賠償しなければならない。ただし

、市長は、やむを得ない理由があると認めると

きは、その全部又は一部を免除することができ

る。 

 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の決定）  

第２５条 市長は、地方自治法第２４４条の２第

８項の規定により、指定管理者に市民テニスコ

ートの利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を当該指定管理者の収入として収受させ

ることができる。 

 

２ 利用料金は、指定管理者が第１１条に定める

金額の範囲内で定めるものとする。この場合に

おいて、指定管理者は、あらかじめ利用料金に

ついて市長の承認を得なければならない。 

 

（利用料金の納付等）  

第２６条 利用者は、第１１条の規定にかかわら

ず、第１４条の規定により、市民テニスコート

の管理を指定管理者が行う場合は、前条第２項

の規定により指定管理者が定めた利用料金を指

定管理者に納付しなければならない。 
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２ 第１２条の規定は、利用料金の減額又は免除

について準用する。この場合において、「市長

」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」と

あるのは「利用料金」と読み替えるものとする

。 

 

３ 第１３条の規定は、利用料金の還付について

準用する。この場合において、「使用料」とあ

るのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「

指定管理者」と読み替えるものとする。 

 

第２７条 略 第１４条 略 

 

第３条 白岡市都市公園条例の一部改正 第３条 白岡市都市公園条例の一部改正 

（指定管理者による管理）  

第３５条 市長は、都市公園の設置目的を効果的

に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定により

、法人その他の団体であって市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）に都市公園

の管理に関する業務を行わせることができる。 

 

（指定管理者が行う業務）  

第３６条 指定管理者に行わせることができる業

務の範囲は、次のとおりとする。 

 

⑴ 公園施設等の利用等に関する業務  

⑵ 公園施設（設備及び物品を含む。）の維持

管理に関する業務 

 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定

める業務 

 

２ 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場

合における第８条、第１１条、第１６条、第１

７条及び第１９条から第２１条までの規定の適

用については、これらの規定中「市長」とある

のは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市

又は指定管理者」とする。 

 

（指定管理者の指定の申請） 

第３７条 第３５条の規定による指定を受けよう

とするものは、規則で定める申請書に、都市公

園の管理運営に関する事業計画書その他市長が

必要と認める書面を添えて、市長に申請しなけ

ればならない。 
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（指定管理者の指定基準）  

第３８条 市長は、指定管理者を指定するときは

、次に掲げる基準により行うものとする。 

⑴ 都市公園の管理を適正に実施できる見込み

があること。 

 

⑵ 都市公園の利用者の平等な利用が確保され

ること。 

 

⑶ 都市公園の効用を最大限に発揮させるとと

もに、管理に係る経費の縮減が図られること

。 

 

⑷ 都市公園の管理を安定して行う物的能力及

び人的能力を有していること。 

 

⑸ 管理業務を通じて取得した個人に関する情

報の適正な取扱いが確保できること。 

 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公

園の性質又は目的に応じて別に定める基準 

 

（指定管理者の指定等）  

第３９条 市長は、第３７条の規定による指定管

理者の指定の申請があったときは、前条各号に

掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理

を行うことができると認めるものを指定管理者

の候補者として選定し、議会の議決を経て指定

管理者を指定するものとする。 

 

２ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、

遅滞なくその旨を告示するものとする。 

 

（協定の締結）  

第４０条 市長は、次に掲げる事項について、指

定管理者と協定を締結するものとする。 

 

⑴ 管理基準に関する事項  

⑵ 管理業務の実施に関し必要な事項  

⑶ 管理業務の事業報告に関する事項  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、都市公園の管

理の適正を期するため必要な事項 

 

（事業報告書の作成及び提出）  

第４１条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内

に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作

成し、市長に提出しなければならない。 

 

⑴ 管理業務の実施状況に関する事項  

⑵ 利用状況に関する事項  
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⑶ 管理に係る経費の収支状況に関する事項  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める事項 

 

（指定の取消し等）  

第４２条 市長は、指定管理者が都市公園の管理

の適正を期するための指示に従わないとき、そ

の他指定管理者の責めに帰すべき理由により当

該指定管理者による管理を継続することが困難

であると認めるときは、その指定を取り消し、

又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部

の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間

を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を

命じた場合において、指定管理者が損失を受け

ることがあっても、市はその補償の責めを負わ

ない。 

 

３ 第３９条第２項の規定は、指定管理者の指定

の取消し又は管理業務の停止について準用する

。 

 

４ 前条の規定は、指定管理者の指定を取り消し

た場合について準用する。この場合において、

「毎年度終了後２月以内に」とあるのは、「そ

の指定を取り消された日から起算して３０日以

内に」と読み替えるものとする。 

 

（指定管理者による施設の現状変更） 

第４３条 指定管理者は、公園施設の改修、増設

等の現状変更を行おうとするときは、あらかじ

め市長の承認を得なければならない。 

（指定管理者の原状回復義務） 

第４４条 指定管理者は、その指定の期間が満了

したとき、又は指定を取り消され、若しくは期

間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止

を命ぜられたときは、その管理しなくなった施

設又は設備を速やかに原状に回復しなければな

らない。ただし、市長の承認を得たときは、こ

の限りでない。 

 

（指定管理者の損害賠償義務）  

第４５条 指定管理者は、その責めに帰すべき理

由により、公園施設（設備及び物品を含む。）
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を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠

償しなければならない。ただし、市長は、やむ

を得ない理由があると認めるときは、その全部

又は一部を免除することができる。 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の決定）  

第４６条 市長は、地方自治法第２４４条の２第

８項の規定により、指定管理者に都市公園の利

用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

当該指定管理者の収入として収受させることが

できる。 

２ 利用料金は、指定管理者が別表第３に定める

金額の範囲内で定めるものとする。この場合に

おいて、指定管理者は、あらかじめ利用料金に

ついて市長の承認を得なければならない。 

 

（利用料金の納付等）  

第４７条 使用者は、第２２条の規定にかかわら

ず、第３５条の規定により、都市公園の管理を

指定管理者が行う場合は、前条第２項の規定に

より指定管理者が定めた利用料金を指定管理者

に納付しなければならない。 

 

２ 第２３条の規定は、利用料金の減額又は免除

について準用する。この場合において、「市長

」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」と

あるのは「利用料金」と読み替えるものとする

。 

 

３ 第２４条の規定は、利用料金の還付について

準用する。この場合において「使用料」とある

のは「利用料金」と読み替えるものとする。 

 

第４８条・第４９条 略 第３５条・第３６条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


